
  

一 

特
別
安
全
保
障
秘
密
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
） 

修 

正 

後 

原 
 

 

案 

  

（
そ
の
他
公
益
上
の
必
要
に
よ
る
特
別
安
全
保
障
秘
密
の
提
供
） 

第
十
一
条 

第
四
条
第
四
項
後
段
、
第
五
条
第
三
項
前
段
及
び
第
七
条
か
ら
前

条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

に
限
り
、
特
別
安
全
保
障
秘
密
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
百
四
条
若
し
く
は
第

百
四
条
の
二
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
議
院
に
お
け
る
証
人
の
宣
誓
及
び
証
言

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
一
条
及

び
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
各
議
院
又
は
各
議
院
の
委
員
会
若
し
く
は
参
議

院
の
調
査
会
に
提
供
す
る
場
合 

 

二 

特
別
安
全
保
障
秘
密
の
提
供
を
受
け
る
者
が
次
に
掲
げ
る
業
務
に
お
い

て
当
該
特
別
安
全
保
障
秘
密
を
利
用
す
る
場
合
（
次
号
か
ら
第
七
号
ま
で

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
特
別
安
全
保
障
秘
密
を
利
用

し
、
又
は
知
る
者
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
、
当
該
業
務
以
外
に
当
該
特

別
安
全
保
障
秘
密
が
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
特

別
安
全
保
障
秘
密
を
利
用
し
、
又
は
知
る
者
が
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
に

必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
我
が
国
の
安

  

（
そ
の
他
公
益
上
の
必
要
に
よ
る
特
別
安
全
保
障
秘
密
の
提
供
） 

第
十
一
条 

第
四
条
第
四
項
後
段
、
第
五
条
第
三
項
前
段
及
び
第
七
条
か
ら
前

条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
行
政
機
関
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

に
限
り
、
特
別
安
全
保
障
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

〔
新
設
〕 

      

一 

特
別
安
全
保
障
秘
密
の
提
供
を
受
け
る
者
が
次
に
掲
げ
る
業
務
に
お
い

て
当
該
特
別
安
全
保
障
秘
密
を
利
用
す
る
場
合
（
次
号
か
ら
第
六
号
ま
で

に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
特
別
安
全
保
障
秘
密
を
利
用

し
、
又
は
知
る
者
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
、
当
該
業
務
以
外
に
当
該
特

別
安
全
保
障
秘
密
が
利
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
そ
の
他
の
当
該
特

別
安
全
保
障
秘
密
を
利
用
し
、
又
は
知
る
者
が
こ
れ
を
保
護
す
る
た
め
に

必
要
な
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
我
が
国
の
安



  

二 

全
保
障
及
び
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
情
報
の
共
有
に
著
し
い
支

障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
と
き
。 

 
 

イ
・
ロ 

〔
略
〕 

 

三
～
七 

〔
略
〕 

２ 

警
察
本
部
長
は
、
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
て
警
察

庁
に
提
供
す
る
場
合
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
、
同
項
第
二

号
に
掲
げ
る
場
合
（
当
該
警
察
本
部
長
が
提
供
し
よ
う
と
す
る
特
別
安
全

保
障
秘
密
が
同
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
に
お
い
て
利
用
す
る
も
の
と
し
て
提

供
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定

す
る
我
が
国
の
安
全
保
障
及
び
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
情
報
の

共
有
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
に
つ
い

て
、
警
察
庁
長
官
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
る
。
）
、
同
項
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
又
は
都
道
府
県
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を

請
求
す
る
住
民
等
の
権
利
に
つ
い
て
定
め
る
当
該
都
道
府
県
の
条
例
（
当

該
条
例
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
応
じ
て
審
議
を
行
う
都
道
府
県
の
機
関
の

設
置
に
つ
い
て
定
め
る
都
道
府
県
の
条
例
を
含
む
。
）
の
規
定
で
情
報
公

開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る

も
の
に
よ
り
当
該
機
関
に
提
示
す
る
場
合
に
限
り
、
特
別
安
全
保
障
秘
密

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

適
合
事
業
者
は
、
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
て
行
政

機
関
に
提
供
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
、
同
項

全
保
障
及
び
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
情
報
の
共
有
に
著
し
い
支

障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
と
き
。 

 
 

イ
・
ロ 

〔
同
上
〕 

 

二
～
六 

〔
同
上
〕 

２ 

警
察
本
部
長
は
、
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
て
警
察

庁
に
提
供
す
る
場
合
の
ほ
か
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
（
当
該
警
察

本
部
長
が
提
供
し
よ
う
と
す
る
特
別
安
全
保
障
秘
密
が
同
号
イ
に
掲
げ
る

業
務
に
お
い
て
利
用
す
る
も
の
と
し
て
提
供
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合

以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
我
が
国
の
安
全
保
障
及
び

外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
情
報
の
共
有
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
警
察
庁
長
官
の
同
意
を
得
た

場
合
に
限
る
。
）
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
又
は

都
道
府
県
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
を
請
求
す
る
住
民
等
の
権
利
に
つ
い

て
定
め
る
当
該
都
道
府
県
の
条
例
（
当
該
条
例
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
応

じ
て
審
議
を
行
う
都
道
府
県
の
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
定
め
る
都
道
府
県

の
条
例
を
含
む
。
）
の
規
定
で
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
設
置

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
よ
り
当
該
機
関
に
提
示
す

る
場
合
に
限
り
、
特
別
安
全
保
障
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

適
合
事
業
者
は
、
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
に
応
じ
て
行
政

機
関
に
提
供
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
号



  

三 

第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
（
同
号
に
規
定
す
る
我
が
国
の
安
全
保
障
及
び
外

国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の
情
報
の
共
有
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
お

そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
適
合
事
業
者
が
提
供
し
よ

う
と
す
る
特
別
安
全
保
障
秘
密
に
つ
い
て
指
定
を
し
た
行
政
機
関
の
長
の

同
意
を
得
た
場
合
に
限
る
。
）
又
は
同
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲

げ
る
場
合
に
限
り
、
特
別
安
全
保
障
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
十
三
条 

〔
略
〕 

２ 

第
四
条
第
四
項
後
段
、
第
五
条
第
三
項
前
段
、
第
十
条
又
は
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
特
別
安
全
保
障
秘
密
に
つ
い
て
、
当
該
提
供

の
目
的
で
あ
る
業
務
に
よ
り
当
該
特
別
安
全
保
障
秘
密
を
知
得
し
た
者
が

こ
れ
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
同
条
第
一
項

第
二
号
イ
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
特
別
安
全
保
障
秘
密

に
つ
い
て
、
当
該
特
別
安
全
保
障
秘
密
の
提
示
を
受
け
た
者
が
こ
れ
を
漏

ら
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第

一
項
（
第
四
号
及
び
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
行
政

に
規
定
す
る
我
が
国
の
安
全
保
障
及
び
外
国
の
政
府
又
は
国
際
機
関
と
の

情
報
の
共
有
に
著
し
い
支
障
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
に

つ
い
て
、
当
該
適
合
事
業
者
が
提
供
し
よ
う
と
す
る
特
別
安
全
保
障
秘
密

に
つ
い
て
指
定
を
し
た
行
政
機
関
の
長
の
同
意
を
得
た
場
合
に
限
る
。
）

又
は
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
特
別
安
全

保
障
秘
密
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
二
十
三
条 

〔
同
上
〕 

２ 

第
四
条
第
四
項
後
段
、
第
五
条
第
三
項
前
段
、
第
十
条
又
は
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
特
別
安
全
保
障
秘
密
に
つ
い
て
、
当
該
提
供

の
目
的
で
あ
る
業
務
に
よ
り
当
該
特
別
安
全
保
障
秘
密
を
知
得
し
た
者
が

こ
れ
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。
同
条
第
一
項

第
一
号
イ
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
特
別
安
全
保
障
秘
密

に
つ
い
て
、
当
該
特
別
安
全
保
障
秘
密
の
提
示
を
受
け
た
者
が
こ
れ
を
漏

ら
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

  
 

 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
一
条
第

一
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
行
政



  

四 

機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 


